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お
知
ら
せ

学
校
施
設
使
用
許
可
申
請
書

の
受
付
に
つ
い
て

　

「
い
の
町
立
学
校
施
設
の
開
放

に
関
す
る
実
施
細
則
」
に
基
づ
い

て
、
平
成
29
年
度
10
月
以
降
の
学

校
施
設
使
用
許
可
申
請
書
を
受
け

付
け
ま
す
。

　

申
請
書
類
は
９
月
１
日（
金
）か

ら
受
け
付
け
ま
す
。
今
年
度
登
録

し
、
利
用
し
て
い
る
団
体
も
新
た

に
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
提
出
期
限

　

９
月
20
日（
水
）

■
配
布
・
受
付
・
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会
事
務
局

☎
８
９
３-

１
９
２
２

　

吾
北
教
育
事
務
所

☎
８
６
７-

２
１
３
３

　

本
川
教
育
事
務
所

☎
８
６
９-

２
３
３
１

お
知
ら
せ

糖
尿
病
公
開
講
座
の
お
知
ら

せ　
　

近
年
の
高
齢
化
や
食
の
欧
米

化
・
運
動
不
足
な
ど
の
生
活
背
景

か
ら
、
糖
尿
病
有
病
者
と
予
備
軍

は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
糖
尿

病
は
高
血
糖
が
続
い
て
も
、
自
覚

症
状
が
あ
ま
り
な
い
た
め
、
放
置

し
て
し
ま
っ
て
い
る
方
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。
検
診
で
血
糖
値
が
高

い
と
い
わ
れ
た
方
は
、
生
活
習
慣

の
改
善
や
血
糖
管
理
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

今
回
の
講
座
を
機
に
、
糖
尿
病

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
た
く
さ
ん

の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
日
時

　

９
月
10
日（
日
）

　

９
時
30
分
～
12
時

　

（
受
付
９
時
～
）

▼
場
所

　

仁
淀
病
院
３
階　

小
会
議
室

▼
内
容
／
講
師

１
．
糖
尿
病
に
つ
い
て

　
　

糖
尿
病
専
門
医
／
沼
田
幸
子

２
．
糖
尿
病
の
食
事
療
法

　
　

管
理
栄
養
士
（
日
本
糖
尿
病

療
養
指
導
士
）／
新
谷
美
智

３
．
糖
尿
病
の
薬
物
療
法

　
　

薬
剤
師（
薬
局
長
）／
武
井
正

夫

４
．
糖
尿
病
の
運
動
療
法

　
　

理
学
療
法
士
／
藤
本
雄
治

※
ご
希
望
の
方
に
は
血
圧
・
血
糖

測
定
を
い
た
し
ま
す
。

▼
参
加
料

　

無
料

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

仁
淀
病
院
内
科
外
来
・
総
務
課

　

☎
８
９
３-

１
５
５
１

　
（
申
込
締
切
９
月
７
日
）

　

主
催
：
仁
淀
病
院
健
康
い
き
い

き
教
室　

お
知
ら
せ

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し

ま
す

　

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
で
は
、

10
月
１
日
か
ら
始
ま
る
「
法
の

日
」
週
間
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、

無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

法
律
に
関
す
る
様
々
な
ご
相
談
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

10
月
５
日（
木
）

　
（
受
付
）
12
時
30
分
～
15
時

　
（
相
談
）
13
時
～
17
時

▼
場
所　

高
知
共
済
会
館

　

CO
M

M
U

N
ITY  SQ

U
ARE

３
階

▼
共
催
機
関

　

高
知
弁
護
士
会
、
高
知
地
方
検

察
庁
、
高
知
地
方
法
務
局
、
高
知

地
方
・
家
庭
裁
判
所

■
問
い
合
わ
せ　

　

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係

☎
０
８
８-

８
２
２-

０
５
７
６

お
知
ら
せ

無
料
相
談
会
の
ご
案
内

～
借
金
問
題
の
解
決
の
た
め
に

一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
～

　

借
金
の
返
済
に
関
す
る
無
料
相

談
会
を
、
高
知
市
、
南
国
市
、
四

万
十
市
で
開
催
し
ま
す
。

　

「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
会
」
も

同
時
に
行
い
ま
す
の
で
、
心
身
に

不
調
を
抱
え
て
お
ら
れ
る
方
も
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

終
了
時
間
の
30
分
前
ま
で
に
は
お

越
し
く
だ
さ
い
。（
た
だ
し
、受
付

時
間
内
で
も
、人
数
が
多
い
場
合
は
、

受
付
制
限
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。）

　

借
入
れ
・
返
済
に
関
す
る
資
料

が
あ
れ
ば
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
県
民
生
活
・
男
女
共
同

参
画
課☎０

８
８-

８
２
３-

９
６
５
３

お
知
ら
せ

ご
存
知
で
す
か「
公
証
制
度
」

　

10
月
１
日（
日
）か
ら
10
月
７

日（
土
）は
、「
公
証
週
間
」
で
す
。

「
公
証
制
度
」
と
は
、
皆
さ
ん
が

不
動
産
の
売
買
・
金
銭
の
貸
し
借

り
な
ど
の
重
要
な
契
約
を
交
わ
し

た
り
遺
言
を
さ
れ
た
り
す
る
際
、

法
務
大
臣
の
任
命
す
る
「
公
証

人
」
に
依
頼
し
て
、
法
的
に
特
別

の
証
拠
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
文

書
（
公
正
証
書
）
を
作
成
す
る
こ

と
に
よ
り
、
後
日
の
ト
ラ
ブ
ル
防

止
と
取
引
や
財
産
の
安
全
の
確
保

を
図
る
制
度
で
す
。

　

公
証
週
間
中
は
、
土
曜
日
も
無

料
相
談
を
行
い
ま
す
。

〈
無
料
公
証
相
談
〉

▼
日
時

　

９
月
30
日（
土
）

　

10
時
～
12
時

　

13
時
～
16
時

▼
場
所　

高
知
合
同
公
証
役
場

　

（
電
話
相
談
も
で
き
ま
す
。）

　

高
知
市
本
町
１-

１-

３ 

　

朝
日
生
命
高
知
本
町
ビ
ル
３
階

　
（
中
央
公
園
西
、
堀
詰
電
停
北
）

■
問
い
合
わ
せ

 　

☎
０
８
８-

８
２
３-

８
６
０
１

　

☎
０
８
８-

８
２
４-

８
４
２
７

　

☎
０
８
８-

８
７
２-

４
７
６
４

開　催　日　時 場　　所

9月10日（日）13：00～16：00 高知県立消費生活センター
（高知市旭町3-115ソーレ２階）

9月15日（金）17：00～20：00 高知市消費生活センター
（高知市本町4-1-24）

9月16日（土）13：00～16：00 幡多広域消費生活センター
（四万十市右山五月8-32）

9月17日（日）13：00～16：00 高知県立消費生活センター
9月24日（日）13：00～16：00 南国市役所（南国市大埇甲2301）
9月30日（土）13：00～16：00 高知市消費生活センター


